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令和７年度第 1 回教育委員会定例会 会議録 

 

 

 

１．開催日時    令和７年４月 16 日（水）13：30 

 

２．場  所    役場分庁舎３階 会議室 

 

３．出席した委員  奈良岡臣哉教育長、橋本篤哉職務代理、橋本聖一委員 

          相内早苗委員 

 

４．欠席した委員  なし 

 

５．会議録署名委員の決定  橋本 聖一 委員 相内 早苗 委員 

 

６．会期の決定    本日１日  

 

７．議 事 

  議案第１号令和７年度六ヶ所村準世保護児童生徒援助費支給認定について

学務課髙田主事が説明を行った。今年度は、要保護児童生徒は昨年度同様の

人数となっていることを説明した。特に質疑が無かったため原案のとおり決

定した。次に議案第２号六ヶ所村準要保護児童生徒援助費支給認定について

学務課髙田主事が説明を行った。特に質疑が無かったため原案のとおり決定

した。次に議案第３号令和７年度六ヶ所村奨学資金貸与者の決定について学

務課市川課長が説明を行った。別紙資料のとおり、本年度は 28 名の申請があ

り、必要書類等を確認後決定するため、定例会へ提案したもの。委員からは

特に質疑なかったため、原案のとおり決定した。次に議案第４号から議案第

６号までの六ヶ所村立学校学校医の委嘱について一括議題とし、学務課髙田

主事が説明を行った。昨年度と同様の委嘱者となっていることを説明した。 

 特に質疑等が無かったことから原案のとおり決定した。議案第７号六ヶ所村

立学校学校歯科医の委嘱について学務課髙田主事が説明を行った。昨年度同

様の医療センター中美先生を委嘱することを説明。特に質疑がなかったため

原案のとおり決定した。次に議案第８号六ヶ所村立学校学校薬剤師の委嘱に

ついて学務課髙田主事が説明を行った。学校薬剤師の委嘱はおぶち薬局の河

原木氏を委嘱することを説明した。質疑は特になく原案のとおり決定した。
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次に議案第９号から 18 号までを一括議題とし学校評議員の委嘱について学

務課佐々木補佐から説明を行った。任期満了となり、新たに委嘱するのは、

泊小学校、南小学校、千歳平小学校の学校評議員となることを説明。橋本聖

一委員から質疑があり、このほかの学校については、まだ任期があるという

ことで良いかとの質問があり、佐々木課長補佐から今回提案した以外の学校

評議員については、任期中であることを回答した。他に質疑等が無かったた

め原案のとおり決定した。次に、議案第 19 号六ヶ所村いじめ防止基本方針の

改訂について、学務課指導グループ野月指導主事が説明を行った。今回の改

訂については、令和４年 12 月の文部科学省公表の生徒指導提要における、い

じめの未然防止、早期発見、対処のプロセスによる学校いじめ対策組織の構

築、令和５年度 4 月施行のこども基本法における次世代社会を担うすべての

こどもの権利を擁護するなど子ども施策の総合的な推進やいじめの重大事態

の調査に関するガイドラインが改訂されたことから、村の基本方針について

も改訂する必要があることを説明した。質疑では、橋本聖一委員から、今回

は、国の制度が改訂されたことから村も改訂するのかとの質疑があり、野月

指導主事からそのとおりであり、現在実施しているものもあるが、実情に合

わせ改訂することを説明した。このほか質疑が無かったため、原案のとおり

決定した。次に議案第 20 号から議案第 24 号までの六ヶ所村いじめ問題対策

委員の委嘱について学務課指導グループ野月指導主事が説明を行った。本年

度委嘱する方は別紙の５人となっており、新規委嘱者は２名となっているこ

とを説明。特に質疑が無かったことから原案のとおり決定した。議案第 25

号から議案第 33 号までの六ヶ所村社会教育委員の委嘱について一括議題と

し社会教育課尾ヶ瀬主事が説明を行った。別紙の９名を委嘱しうち２名が新

規委嘱者となることを説明した。委員から特に質疑等なかったため原案のと

おり決定した。次に議案第 34 号から議案第 42 号までの六ヶ所村公民館運営

審議会委員の委嘱について一括議題とし社会教育課尾ヶ瀬主事が説明を行っ

た。こちらも９名を委嘱しうち２名が新規委嘱者となることを説明した。特

に質疑がなかったことから原案のとおり決定した。次に議案第 43 号から議案

第 50 号までの六ヶ所村スポーツ推進委員の委嘱について一括議題とし社会

教育課斉下主事が説明を行った。昨年度委嘱者と同様の方を引き続き委嘱す

ることを説明した。特に質疑等が無かったことから原案のとおり決定した。

次に議案第 51 号から議案第 56 号までの六ヶ所村図書館協議会委員の委嘱に

ついて社会教育課尾ヶ瀬主事が説明を行った。昨年度と同様の方を引き続き

委嘱することを説明した。質疑は特になかったため、原案のとおり決定した。 

  その他、学務課指導グループから令和７年度指導グループの主要事業につ
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いて、学校教育指導の方針と重点について説明を行った。社会教育課からは、

社会教育課事務分担について説明を行った。 

 

 

以上ですべての会議を終了した。 

 

 

８．傍聴者 １名 

 

９．出席した職員 

   学務課  ：市川課長、佐々木課長補佐、原田指導 GM、野月指導主事 

         小泉主査、髙田主事、妻木主事 

社会教育課：橋本課長、木村課長補佐、斉下主事、尾ヶ瀬主事 

泊ふれあいセンター 岩崎主事 

千歳平公民館    工藤館長 

13 名 

以上 

 

 

 

 

 


